
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 月 号   R ７ ． ７ ． １ 
大 阪 市 立 茨 田 西 小 学 校 
℡  6 9 1 1 ‐ 3 8 7 4 

盛夏の候、保護者の皆さまにおかれましては、ご健勝

にお過ごしのこととお慶び申しあげます。1 学期もいよい

よ終盤を迎え、子どもたちの成長を日々感じる中で、夏休

みが近づいていることを実感しております。 

さて、今回は、６月上旬に実施した教育活動の一つとし

て、５年生から始まった音楽鑑賞会についてご紹介いた

します。 

私が子どもの頃の音楽鑑賞といえば、CD などの録音

による視聴が中心であり、どちらかというと歌唱や演奏な

どの実技に重きを置いた指導が主流であったように記憶

しています。現在も全国的にそのような指導が多く行われ

ているのではないでしょうか。 

しかし、今回の鑑賞会では、バイオリン・チェロ・コントラ

バスといった弦楽器の演奏者の方々を学校にお招きし、

子どもたちの目の前で生演奏を披露していただくという、

大変貴重な機会となりました。私自身、このような学習活

動は非常に贅沢で、意義深いものだと感じました。 

当日の授業を見学していて、子どもたちが演奏中に一

切の私語やふざけをせず、真剣な表情で耳を傾けていた

姿が特に印象的でした。演奏が比較的長時間に及んだ

にもかかわらず、子どもたちは音の響きや奏者の手の動

きまで注視し、集中して鑑賞しておりました。また、後半に

は、実際に演奏者の音楽に合わせて歌唱やリコーダー演

奏を行う場面もあり、どの子も「音を合わせよう」と意識

しながら、主体的に参加する姿が見られました。 

今日、デジタル技術の進展により、子どもたちは世界

中の音楽や映像に簡単に触れることができる時代になり

ました。しかし、だからこそ、直接「本物」に触れる機会の

価値がますます高まっているように思います。生の音に触

れ、奏者の息遣いや表情を感じながら鑑賞する体験は、

画面越しには得られない深い感動を生み出します。 

今回の鑑賞会は、子どもたちにとって記憶に残る体験

となり、音楽への関心や学びへの意欲を高めるきっかけ

になったのではないかと考えております。 

今後も、子どもたちが感性を育み、心豊かに成長して

いけるよう、こうした「本物に触れる学びの機会」を大切

にし、教育活動の中に積極的に取り入れてまいりたいと

存じます。 

校長     岡村  幸生 

◎学校の様子を、ホームページで公開してい

ます。 

右の QR コードから閲覧できます。 

7 月 行事予定

日 曜 学　校　行　事　

1 火 プール水質検査

2 水 児童集会　　　　　　　　　　　　

3 木 ５年着衣泳　　委員会　　ゆとりの日

4 金 居住地校交流　　５年林間前健診 13：３５～　なかよしタイム

5 土

6 日

7 月 児童朝会　　5年宿泊前指導

8 火

9 水 児童集会

10 木 ６年着衣泳　　ゆとりの日

11 金

12 土

13 日

14 月 児童朝会 　

15 火 6年歯と口の健康教室　

16 水 集会なし　

17 木 １学期終業式　４H　　　給食終了１３：２０頃下校　　ゆとりの日

18 金 夏季休業開始

19 土

20 日

21 月 海の日

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土 盆踊り

27 日 盆踊り

28 月 5年林間(ハチ高原)

29 火 5年林間(ハチ高原)

30 水 5年林間(ハチ高原)

31 木

8月8日(金)～8月15日(金) 学校閉庁日

8月26日(火) 2学期始業式 4時間授業 給食あり １３：２０頃下校

8月27日(水)～8月29日(金) 5時間授業 14:30頃下校

8月29日(金) 6年修学旅行保護者説明会１５：３０～

1学期末個人懇談会

8日(火)～１４日(月)

１０分程度の短時間での

懇談となります。

全学年１３時２０分頃下校

になります。よろしくお願

いいたします。

ゆとりの日 とは？

教職員の働き方改革の一環です。 この日は放課後

に会議などを入れずにゆとりをもつことで、子どもと

向き合う時間の確保を目指しています。また、定時退

庁を促進するため、１７時以降の連絡・対応につきま

しても、緊急時以外は控えさせていただきます。 ご理

解とご協力、よろしくお願いいたします。


